
 

■印刷物について

 

■掲載可能な広告について

※原稿内には、広告である旨を明記してください。

※印刷前には原稿内容の校正を受けてください。

※その他の仕様は、ご相談ください。

■規格等の問い合わせについて

電話　0948-22-5500（内線1014） / FAX　0948-26-1384

枠数

市民環境部　市民課　窓口係

配 布 方 法

備 考 2　淡色系（決定業者と協議）

3　表面印刷有り

市民環境部　市民課　窓口係

〒820－8501　飯塚市新立岩5番5号

名 称

規 格

角型2号程度　10万枚以上

令和8年6月1日～令和9年5月31日

仕様については下記のとおり

1　再生紙

判 型

仕様等

広告掲載仕様書（印刷物）
広告を掲載した「窓口封筒」を無償提供していただける事業者等を次のとおり募集します。

角型2号程度

下記参照

窓口で交付した証明書持ち帰り用

飯塚市内及びその他

納入方法

窓口封筒

色数

任意

スペース（縦×横）

縦100mm×横180mm程度

4　飯塚市公式LINEのQRコードを掲載

内 容

配 布 エ リ ア

分割（5回程度）＊初回の納入期限は令和8

年5月31日

本庁と支所、各5か所に納入

作 成 元

窓口で証明書交付の際に渡す。

角型2号程度 封筒両面 任意

E-ﾒ-ﾙ　shimin@city.iizuka.lg.jp

掲 載 面

募 集 数

配 布 期 間

使用期間
令和8年6月1日～令和9年5月31日

＊令和8年5月31日までに納入すること

問 合 わ せ 先

※飯塚市広告掲載要綱、飯塚市広告掲載基準及び飯塚市広告入り物品等の寄附に関す
る要領を遵守してください。

市民課


